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目
蒲

電
鉄

創
立
当
時
の
株
券

旧
東
横
電
鉄
第
一
回
増
資
株
券

目
蒲

、
東

横
合
併
に
依
り
発
行

の
株

券



社 章



第

一

章

資

本

金

目
黒
蒲
田
電
鉄
株
式
会

社
は
大
正
十
一

年
九
月
資
本
金
参
百
五
拾
万
円
で

創

立
さ
れ
、

事
業
の
進
展
に
伴
ひ
数
次
の
増
資
を
行
ひ
、

東
横
を
合
併
す
る
に
及

び
七
千
弐
百
五

拾
万
円

と
な
っ
た
。
（
別
表
参
照
）

旧
東
京
横
浜
電
鉄
株
式
会
社
は
明
治
四

十
三

年
六
月
、

武
蔵
電
気
鉄
道
株
式

会
社
の
名
称
の
下
に
資
本
金
参
百
五
十
万
円
で

創
立
さ
れ
た
。

大
正
二
年
頃
か

ら
経
済
界

の
変
動
の
た

め
に
払
込
の
徴
収
意
の
如
く

な
ら
ず
、

事
業
も
進
捗
せ

ず
財
政
上
の
難
関
に
逢
着
す
る
に
至
っ
た
の
で
、

遂
に
財
政
整
理
を
断
行
、

将

来
の
社
業
発
展
の
基
礎
を
確
立
す
る
要
に
迫
ら
れ
、

大
正
六
年
五
月
資
本
金
を

弐
百
四

拾
五
万
円
に
減
少
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
後
本
格
的

に
再
建
が
開
始
さ
れ
、

そ
の
事
業
資
金
調
達
の
た
め
大
正
十
三

年
十
一
月
、

資

本
金
弐
百
五
拾
五
万
円

を
増
加
し
て
五
百
万
円
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

次
で
昭

和
二
年
十
二
月
に
は
更
に
六
百
万
円
を
増
加
し
て
壱
千
壱
百
万
円

と

な
り
、

こ

の
間
建
設
工

事
も
順
調
に
進
捗
し
、

大
正
十
五

年
二
月
丸
子
多
摩
川
、

神
奈
川

武 蔵電鉄を 東横電 鉄と 改 称し 増資 せる時



間

の
開
通

を
見

る
に

至
っ

た
。

爾

来
別

表

の
如
く
三

回

の

増
資

を

行
ひ

茲
に
四

千
弐

百
五

拾
万

円

と

な
っ

た
。

資

本

金

移

動

表



東京横浜電鉄資本統合沿革図 （昭 和 十六年十一月末日現在）



第

二

章

社

債

目

黒
蒲
田

電

鉄
株
式

会

社
に

於
け

る

社
債
発

行

額
は
、第
一

回
か

ら
第

十
一

回

に
至

る
総

額
参
千

壱
百
八

拾
万

円

で
、

そ
の

中

第
一

回

か
ら

第

九
回
に
至

る
弐

千
五

百
八

拾
万

円

は
既

に

償
還

済
と

な
っ

て

ゐ
る
。

旧

東
横
電

鉄
株

式

会

社
に

於
け

る
社
債

発

行
額
は
、第
一

回

か
ら

第
八

回
に

至

る
総

額
弐
千

六
百
万

円

で
、

そ
の
中

第
一

回

か

ら
第

六

回
に

至

る
千
六
百
万

円

は
既
に

償
還

済
と

な
っ

て

ゐ
る
。

従
っ

て

現

在

社
債

は
目

蒲

分
第

十
回
、

第

十
一

回

分

及

び
両

社
合

併

後
発

行
し

た
第

十
二
回

い
号

社
債
壱
千
万

円

と
、

第

十
三

回

い
号

六
百
万

円
と
旧

東
横
分

第
七

回
、

第
八

回

と
て

あ
る
。

従

来

の
社

債
は

担
保

を
附

け

ず
た

ゞ
担

保
不

供
与

の
特

約

の
み

で

あ
っ

た

が
、

第

十
二
回

い

号

社
債
発

行
に
あ

た
っ

て

新
規

社
債

は
担

保
附
で

あ

る
こ

と

を
要

す
る

の
で
、

従

来
の

社
債

の
借

換
を

行
は

ず
新

規

社
債

を
発

行

す
る
こ
と

は
、

法
律
上

種

々
困
難

な
問
題

が
あ
っ

た
。

し

か
し

日
本

興
業

銀
行

と

折
衝

の
結
果
、

新

規
社
債

と

従
来

の

社
債
双

方
に

対
し
同

一

順
位

の
担

保

を
附

け
得

る
事
と

な
り
、

問
題

の
解

決
を
見

る

に
至
っ

た

の
で

あ

る
。

そ
こ
で
、

昭

和
十
四

年
十
一

月
第

十
二

回

社
債
参

千
万

円

の
う
ち
、
い
号

壱
千
万

円

を

物
上

担
保

附

所
謂
、「
オ

ー

プ

ン
・
エ

ン
ド
・
モ
ア

ゲ
ー

ヂ
」

の
方

法
に
よ
っ

て

発

行
し
、
同

時
に

従

来
の

社
債

全
部
に

も
当

社
の

所
有

す

る
鉄

道
財
団
、

軌
道

財
団
、

自
動

車

交
通
事

業

財
団
に

第
一

順

位
の

抵
当
権

を
設

定
し

た
。

こ
の

た

め
日

本
興

業
銀

行

並
に
三

井
信

託
株

式
会

社
を

共
同

受

託

会

社
と
し
て

信

託
契

約

を
締
結

し
た

の
で

あ

る
。

当

社
の
こ



の

社

債

処

理

の

問

題

は

、

実

に

社

債

発

行

上

の

一

大

進

歩

と

考

へ

ら

る

べ

き

も

の

で

あ
っ

た

と

云

へ

よ

う

。

左

に

社

債

発

行

一

覧

表

を

示

す

事

と

す

る

。

目 蒲 及 旧 東 横 電 鉄 社 債 調 査 一 覧 表 （昭和十六年下期末現在）



第

三

章

借

入

金

目

蒲

電

鉄

昭

和
九

年
十

月
一

日
、

池

上
電

鉄

を
合
併
し

た

結
果
、

同

社

が
昭

和
六

年
七

月
、

鉄

道

財
団

を
担

保
と
し

て
発

行
し

た

社
債

参
百
万

円

（
引
受

会

社
三

菱
銀

行
）

を
引

継

ぎ
、

こ

れ

が
償
還

の
目

的
で

合

併
の
日
、

こ
れ

と
同

額

の
借

入

を

な
し
、

同

十

年
下

期

に
壱
百
万

円

を
一

部

返
済
し
、

同

十
四

年
下

期

に
単

名
手
形

を
発

行
、

残

額
の

決

済

を
了

し

た
。

旧

東

横

電

鉄

大
正

十
五

年
二

月
、

多

摩
川

園
前
、

旧

神

奈
川

間
営

業
開

始
前

は
、

第
一

次
欧
洲

大
戦

後

の
財
界
不

況

の

影

響

を
受

け
、

株
主

の
払
込

徴

収
は
不

能
で

あ

り
、

測

量
費

を
は

じ
め

職
員

の
給
料

さ
へ

支

払
を

延
期

す

る
始

末
で
、

こ

の

苦
境

を
救
ふ

た

め
、

社

有
の

荏
原
郡

調

布
村
外

七
ヶ

所

の
土

地
を

抵
当
と

し
て
、

大
正

九
年
十

月
か

ら
同

十

年
十
二

月

の
間

に
日

本

勧
業
銀

行
、

若
尾

銀

行
、

東

京

渡
辺

銀
行
か

ら

相
つ

い
で

合

計
金
四

拾

参
万

円

（
一

部

は

肩

替
り

返
済
）

を
借

入
れ

た
。

そ

の
後
こ

れ

等
の
借

入

金
返
済

な
ら

び
に
前

記
区

間

建
設
工

事

資

金
と
し
て

大
正

十
四

年
三

月
、

目

蒲

電
鉄

か
ら

金
百
五

拾

六
万

円
、

同

年
九

月
、

金
百
五

拾
万

円

を
借
入

れ
、

同

十
五

年
八

月
、

第
一

回

社
債
発

行

の
資

金
で

約
半

額
を

返
済

し
、

昭

和
八

年
八

月
、

第
五

回

社
債
発

行
の
上

残

額
の
支

払
を

完
了

し

た
。



旧

玉
川

電
鉄
に

於
て

は
、

昭
和
八

年
四

月
十
五

日

附
で
発

行
し

た
物

上
担

保
附

社
債
五

百
五

拾
万

円

（
引

受

会

社
三

井

信
託
）

の
償

還

並
に
天

現

寺

線
建
設
工

事
資

金

に
あ
て

る

た

め
、

昭

和
十

年
四
月

六
日
、

千

代
田
、

帝

国
、

明

治
、

日

本
の

各
生

命
保

険
会

社

な
ら

び
に
三

井
信
託

会

社
と

の
間

に
、

軌

道

財
団
、

自
動

車

交
通

事

業
財
団

を

担

保
と

し
て
、

金
銭

消
費

貸
借

契

約
を

締
結

し
、

金

六
百
五

拾
万

円

を
借

入

れ
た

が
、

昭

和
十
二

年
下

期
以

降

毎

半

期

金
拾

参
万

円

宛

を

返
済
し
、

昭

和
十
四

年

十
一

月
所
謂

「
オ
ー

プ

ン
・

エ

ン
ド
・

モ
ア

ゲ
ー

ジ
」

制

に
よ

る

社
債
発

行

に
際

し
、

前
記

財
団

に

対
す

る

抵
当
権

を

抛
棄

せ
し

め
る
と

共

に
、

残

額

を
各

社
別

単
名
手

形

に

振
替

へ
決

済

を
了
し

た
。

借入 金 一覧 表



第

四

章

政

府

補

助

金

旧

東

横
電

鉄

株
式
会

社
は
、

前
身

武
蔵

電
気

鉄

道
株
式

会

社
当

時
、

即
ち

大
正

十

年
一

月

十
一

日

附
で

地
方
鉄

道
補

助
法

に
依

る
補
助

金
下

附

申
請

を

な
し

た
。

そ

の

後
大
正

十
五

年
二

月
十
四

日
、

営

業

開
始

を
見

る
に
至
っ

た
の
で
、

同

年
三

月

卅
日
更
に

追

申
請

を

な
し
、

同

年
六

月

十
四

日

許
可

せ

ら
れ

た
。

補

助
区

間

は
丸
子

多

摩
川
、

神

奈
川

間

九
哩
二

分

（
十
四

粁
八

分
）

で
、

補

助

期
間

は
営

業
開
始

の
日
大
正

十

五

年
二

月
十
四

日
か

ら

大
正

十
七

年
二

月
十
三
日

迄
二

ヶ

年
間
で

あ
っ

た

が
、

補

助
期
限

到

来
と

共
に

期
限

の

延

長

を

申
請
し
、

昭
和
十
一

年
二

月
十
三

日

迄
拾
ヶ

年
間

補
助

金

の
下

附

を
受
け

た
。

目
蒲

電
鉄

株
式

会

社
は
、

大
正

十
二

年
下

期

並
び
に

大
正

十
三

年
上

期
の
二

期
に

亘
り
、

拾

壱
万

六
千

七
百

九

円

の
下

附

を
受
け

た

の
み
で
、

大
正

十
三

年
下

期
か

ら
は
自

力
に

依
り

配
当

を

な
す
に
至
っ

た
。



旧東横電鉄政府補助金累年表



第

五

章

建

設

費

及

び
興

業

費

建
設
費
と
い
ひ
興
業
費
と

い
ひ
、

い
づ
れ
も
一
事
業
を
経
営
す
る
に
必
要
な
一

切
の
設
備
費
を
い
ふ
の
で
あ
る

が
、
法
令
上
、
地
方
鉄
道
業
、

軌
道
業
、

電
灯
電
力
供
給
事
業
に
対
し
て
は
建
設
費
と
称
し
、

自
動
車
運
輸
そ
の
他

の
事
業
に
対
し
て
は
興
業
費
と

い
ふ
用
語
を
用

ゐ
て

ゐ
る
。

然
し
慣
例
上
設
備
費
と

い
ふ

名
称
を
用
ふ
る
の
が
便

宜
と
す
る
事
業
に
は
そ
れ
を
使
ふ
事
と
し
て

ゐ
る
。

一
、
鉄

道

業

建

設

費

地
方
銭
道
法
に
依
り

敷
設
せ
ら
れ
た
銭
道
の
用
地
、

橋
梁
、

線
路
、

停
車
場
の
建
造
物
、

車
輛
、

変
電
所
等
運

輸
営
業
に

必
要

な
一
切
の
設
備
費
そ
の
他
を
決

算
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
軌

道

業

建

設

費

軌
道
法
に
依
り
敷
設
せ
ら
れ
た
軌
道
の
専
用

地
、

線
路
、

車
輛
、

変
電
所
等
の
設
備
費
及
び
道
路
改
修
費
負
担

金
そ
の
他
を
決
算
し

た
も
の
で
、

旧
東
横
電
鉄
が
玉
川
電
鉄
か
ら
承
継
し
た
事
業
で
あ
る
。

三
、
電

灯

電

力

業

建

設

費

配
電
、

送
電
、

変
電
、

及
び
需
用
家
屋
内
等
の
諸
設
備
費
を
決
算
し
た
も
の
で
、

目
蒲
電
鉄
に
あ
っ
て
は
田
園



都

市
会

社
か

ら
引

き
継

ぎ
、

旧

東

横
電

鉄

は
軌

道

業
と
同
様

玉
川

電

鉄
か

ら
引
継

い
だ
事

業
で

あ

る
。

四
、
百

貨

店

業

興

業

費

東

横
百

貨

店
及

び
同

事

務
所

の
敷

地
、

建

物
、

エ

レ
ベ
ー

タ
ー
其
の

他
の

設
備
、

並
に

器

具
什
器

等
を
決

算
し

た

も
の
で

あ

る
。

五
、
乗

合

自

動

車

業

興

業

費

自
動

車
運

輸
事

業
に

必
要

な
車

庫
敷

地
、

車

庫
、

車

輛
、

修

車

用
器

械
、

営

業
権

等

の
資

産
を

決
算
し

た
も

の

で

あ

る
。

六
、
田

園

都

市

業

興

業

費

主
と

し
て

譲
渡

又

は
賃

貸
の
目

的
で

買

入
れ

た
土

地
代

金
、

補
償

費
、

区

劃
整

理
費

等

並
に
転

貸

の
目
的
で

賃

借

し
た

土

地
の
整

理

費
等
を

決

算
し
た

も
の
で

あ

る
。

旧

東
横

電
鉄

は

本
科
目

の
代

り
に

土

地
業

興
業

費

な
る
勘

定

科
目

を
用

ひ
て

ゐ
た

が
、

合
併

と

共
に
目

蒲

電
鉄

の
採
用

す
る

本
科
目

に
編

入
し

た
。

目

蒲
電

鉄
に

あ
っ
て

は

田

園
都

市
会

社
か

ら
承

継
し

た

事
業
で
、

旧

東

横
電

鉄
は
武

蔵
電

鉄

時
代
に

買

収
し

た
旧

線
路
用

地

が

神

奈
川

線
、

線
路
変

更

の
結
果

不
用

と

な
っ

た

も
の
及

び
、

買

収
し

た

停
車

場

附
近

の
土

地
を
区

劃

整
理

の
上

売
出
し

た

の
に

始

ま
っ

て

ゐ
る
。

七
、
砂

利

業

興

業

費

土

地
、

採
取

機
、

運
搬
用

の

卜
ロ
ッ

コ
及

び
軌

条
等

の
資

産
を
決

算
し

た

も
の
で
、

主
と
し
て
旧

東

横
電
鉄

の



事

業
に
属

し
て

ゐ
た
。

設
備

費
は

毎
期

生

産
量
に

応

じ
て

原

価

を
償
却

し
て

ゐ
る
。

八
、

綱

島

温

泉

設

備

費

浴
場

業
に

必
要

な
土
地

建

物
、

釜
等

の
設

備
費
一

切
の
資

産

を
決

算
し

た

も
の
で
、

旧

東

横
電

鉄
経
営
下

に

属

し
て

ゐ
た
。

九
、
ゴ

ル

フ

コ

ー

ス

業

興

業

費

ゴ

ル
フ
場

の

土

地
建
物
、

コ
ー

ス
設
備

等

の
資

産
を

決
算
し

た

も
の
で

あ

る
。

本
業

は
目

蒲

電
鉄

の
経
営
で

あ

っ

た

が
、

廃

業
の

結
果
、

現
在

に

於
て

は

貸
借
対

照

表
か
ら

勘
定

科
目

が
抹

殺
さ

れ
て

ゐ
る
。

十
、
水

上

倶

楽

部

興

業

費

建

物
、

ボ
ー

ト
、

遊

覧
船
、

桟
橋
、

そ

の
他

の
諸
設
備

費

を
決

算
し
た

も
の
で

あ

る
。

本

設
備
は
目

蒲
電

鉄

が

池
上

電

鉄
か

ら
承
継

し

た

も
の
で
、

洗

足
池

を
賃

借
し
て

こ

れ
に

遊

覧
船
及

び

ボ
ー

ト
を
浮

べ
、

同

池

畔
に

喫
茶

店

舗
を

建

築
し
、

何
れ

も
賃

貸
料

の
収

入
を
目

的

に
経
営

さ
れ
た

も
の
で

あ

る
。

十
一
、
遊

園

設

備

費

本
科
目

に

は
独

立

の
事
業
と

し
て

設
備
し

た

支
出
と
、

主
と
し

て
鉄

道
、

軌

道
業

の
乗
客

誘
致

の
為

め
設
備
し

た

も
の
と

を
決

算
し
て

あ

る
。

前

者
に
は

遊
園

地
設

備
費
、

碑

文
谷

公
園

設
備

費
等

が
あ
り
、

後

者
に

は
遊
園

設

備

費
、

学

園
都

市
設
備

費

等

が
あ
る
。

現

在

に
於
て

は
廃

業
し

た

も

の
も
あ
り
、

単
一

の

標
記

の
科
目

を
用

ひ
て

ゐ
る
。



目 蒲 電 鉄 建 設 興 業 費 累 年 表



旧 東 横 電 鉄 建 設 興 業 費 累 年 表



鉄 道 建 設 費
内 訳 表 昭和十六年下期末現在



第

六

章

投

資

本
章
に
於
け
る
投
資
と
は
、
当
社
が
他
会
社
そ
の
他
に
対
し
て
融
通
し
た
消
費
貸
借
契
約
に
依
る
貸
付
金
、
手

形
発
行
の
形
式
に
依
る
貸
付
金
並
に
統
制
上
そ
の
他
の
事
情
に
因
り
収
得
し
た
有
価
証
券
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

一
、
目

蒲

電

鉄

受
取
手
形
、
貸
付
金
の
大
部
分
は
旧
東
横
電
鉄
に
対
す
る
融
通
金
て
、
残
額
は
傍
系
会
社
た
る
目
蒲
興
業
、
池

上
電
鉄
及
び
沿
線
の
耕
地
整
理
組
合
に
対
す
る
も
の
で
、
昭
和
十
二
年
下
期
に
、
手
形
貸
付
金
壱
千
五
百
万
円
余

に
上
っ
た
の
は
、
目
黒
自
動
車
運
輸
及
び
芝
浦
乗
合
自
動
車
の
株
式
買
入
資
金
と
し
て
、
目
蒲
興
業
に
貸
付
け
た

関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。（
別
表
目
蒲
電
鉄
投
資
一
覧
表
参
照
）

有
価
証
券
に
つ
い
て
は
特
記
す
べ
き
も
の
は
な
い
が
、
昭
和
八
年
下
期
、
同
九
年
上
期
に
著
し
く
増
加
し
て
ゐ

る
の
は
、
池
上
電
鉄
の
株
式
を
譲
り
受
け
た
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。（
別
表
右
同
参
照
）

二
、
旧

東

横

電

鉄

受
取
手
形
、
貸
付
金
は
沿
線
に
学
校
を
移
転
さ
せ
る
目
的
で
慶
応
義
塾
、
法
政
大
学
等
に
対
し
て
敷
地
購
入
及

び
校
舎
建
設
資
金
を
貸
付
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
傍
系
会
社
が
続
々
設
立
又
は
買
収
せ
ら
る
る
に
及
ん
で
、

そ
の
設
備
拡
張
資
金
並
に
運
転
資
金
と
し
て
融
通
し
、
一
方
傍
系
会
社
の
統
制
上
、
日
本
興
業
会
社
を
所
謂
「
ホ



ー

ル

デ
ィ

ン
グ
・

カ

ン
パ
ニ

ー
」

と
し
、

こ

れ

に

親
会

社

並
に

傍

系
会

社

の
株

式
を

保
有

せ
し

め
る
た

め
、

そ

の

買

入

資

金

と
し

て

貸
付

け

た

も

の
で

あ

る
。

昭
和

十
一

年
以

降
受

取
手

形

が
著
し

く

増

加
し
て

来
た

の
は
こ

の

事

由
に

依

る

も
の
で

あ
る
。（
別

表
旧

東

横

投
資

額
一

覧

表
参
照
）

三
、
特

殊

会

社

目

蒲
電

鉄

は
目

蒲
興
業

を
特

殊
会

社
と

し
て
、

親
会

社

（
池
上

電

鉄
、

目

黒
自

動
車

運

輸
、

芝

浦
乗

合

自
動
車
）

の

株
式

そ

の
他

を

保
有

せ
し

め
、

旧

車

横

電
鉄

は
日

本

興
業

を
特

殊
会

社

と
し
て
、

玉

川

電

鉄
合

併
に
因

る

交
付

株
、

東

横

映
画
、

東

京

タ
ク

シ
ー
等

の
傍

系
会

社
そ

の
他

の
株
式

を

保
有

せ
し

め
て

ゐ
た

が
、

目

蒲
電

鉄

が
旧

東

横

電

鉄

を
合

併

す
る
に

及

び
、

特
殊

会

社
二

社

の
存
続

の
意

義
を

失
ふ

に
至

っ

た

の
で
、

昭

和
十
五

年
二

月
、

日

本

興

業

は
目

蒲
興

業

を
吸
収

合
併

し
、

現

在
で

は
特

殊
会

社
は

日

本
興

業
一

社
の
み

と

な

っ
た
。



目 蒲 電 鉄 投 資 一 覧 表



旧 東 横 電 鉄 投 資 一 覧 表



第

七

章

営

業

成

績

及

び
利

益

金

処

分

第

一

営

業

成

績

目

蒲

電
鉄

は
、

関
東

大
震

災

の
影

響
を
受

け

比
較

的
順
調

に

業
績

の
向

上

を
来

た
し

た

が
、

旧

東

横
電

鉄

の
神

奈
川

線
開
通
当

時

の
一

日

の
収
入

は
、

平

均

六
一

一

円
で

借

入

金
利
子

の

支
払

に
す

ら
窮

し
、

僅
に

政

府
の
補

助

金

を
得
て

辛

ふ

じ
て

収

支

の

バ
ラ

ン
ス
を

合
せ

る
と
云

ふ
状

態
で

あ
っ

た
。

当

時

「
夏

に

涼
し

い

ガ
ラ

空
き
電

車
」

と

云
ふ

広
告

を
し

た

の
も
、

今

は
一

つ

の
話

柄

に
過

ぎ
な
く

な
っ

て

し

ま

っ
た
。

か

か

る
苦
難

時
代

に

社
運

の
打

開

策
と

し
て

先

づ
経
営

の

合
理

化
に

着
眼
し
、

営

業

費
の
節

約
、

金
利

の
引

下

並
に

経

費
の
節

減

を
強

行
す
る
手

段

と
し
て

予

算
制

度

を
採
用
し

た

の
で

あ

る
。

即

ち

営
業

費
で

は
、

目

蒲

電
鉄

と
提

携
し
て

本

社
、

現
場

の

事
務

所

の
共

同
使

用
、

使
用

社

員
の
両

社
兼

務
、

所
要

材

料
及

び
備

消
品

の
共
同

購
入

等
、

物

件

費
、

人
件

費
の
節

約

が
そ

れ
で

あ
っ

た

が
、

一

方
金
利

に

関
し
て

は
、

大

体
目

蒲
電

鉄
と
同
一

歩
調

を
取

り
得

る
に

至
っ

た
。

金

利

推

移

表

（
日

歩
）



毎

営
業

年
度

当
初
、

各
部
課

は

そ

の
所
管

に

係
る
当

該

年
度

に

於
け
る

収

支

の
予

算
見

積

書

を
作

成
し
て

会

計

課

に

提
出
し
、

同

課

は
こ

れ

を
査

定

の
上
、

予

算
案

を
編
成

し
て

会

議
に

上

提
し
審

議

検
討

の

上
、

当

該

事
業

年

度

の
実

行
予

算

を
作

成
し

て

各
部

課

に
廻

附
、

各
部

課
は

こ

れ
に
よ
っ

て

業
績

の
向

上
を

図
る

こ
と

と
し

た
。

運

輸

経

費

の

委

任

経

理

こ

れ
は

現
在

の

立
花
運

輸
部

長

が
旧

東

横

運
輸

課
長

時
代

に
提

唱
し

て

探
用

さ
れ

た

も
の
で

あ

る

が
、

昭

和
五

年
上

期
分
か

ら

先
づ

東

横
運

輸
課

に
、

次

年
度
よ

り
目

蒲

運
輸

課
に

採
用
、

次

い
で

昭

和
十
三

年
上

期
か

ら
玉

川

運
輪
課

に

採
用

せ
ら

れ
た
。

こ

の
制

度

は
予

算
会

議
で

決
定

し
た

運
輸

経

費
予

算

額
を
以
っ

て

各
運

輸
課

が
請
負

ひ
、

若
し

決

算
額

が
予

算
額

に
及

ば

な

い
場

合
、

即

ち
予

算
を
剰

し

た

時
は
、

そ
の
剰

余

金
は
賞

与

支
給

の
際

各

運

輸

課
員

に
夫

々

加
算
分

配

さ
れ
る

と
云
ふ

の
で

あ
る
。

其
成

績

は
次

表
の

如
く

な
っ

て

ゐ
る
。

（
一
）

旧

東

横

電

鉄

（
二
）

目

蒲

電

鉄



（
備
考
）
委
任
経
費
中
に
は
賞
与
金
を
含
ま
ず
、
走
行
粁
中
に
は
試
運
転
廻
送
等
を
含
む

第
二

利

益

金

処

分

凡
そ
利
益
金
を
処
分
す
る
に
あ
た
っ
て
、
役
員
賞
与
金
及
び
株
主
配
当
金
の
如
き
社
外
分
配
金
を
最
少
限
度
に

止
め
、
法
定
準
備
金
そ
の
他
の
積
立
金
を
最
大
限
度
に
置
く
事
は
、
取
り
も
な
ほ
さ
ず
会
社
の
基
礎
を
強
固
に
す

る
所
以
で
あ
っ
て
、
洵
に
理
想
的
な
会
計
処
理
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
然
し
其
の
当
時
の
社
会
情
勢
、
会
社
の
業

績
上
な
ど
か
ら
、
社
内
留
保
率
が
低
下
す
る
も
ま
た
己
む
を
得
ぬ
場
合
が
あ
る
。
即
ち
財
界
の
不
況
時
代
に
株
金

払
込
の
緩
和
上
或
は
対
債
権
者
の
信
用
上
、
利
益
金
に
対
す
る
社
外
分
配
率
が
多
い
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

当
社
も
こ
の
時
代
に
は
そ
の
例
に
洩
れ
ず
、
配
当
偏
重
の
点
を
非
難
攻
撃
さ
れ
た
事
も
あ
っ
た
が
、
最
近
数
年

間
は
社
内
留
保
を
多
く
す
る
と
共
に
、
実
質
的
に
利
益
処
分
案
に
表
現
し
な
い
銷
却
を
行
ひ
、
他
社
に
誇
り
得
る

堅
実
な
決
算
を
な
し
て
ゐ
る
。（
別
表
営
業
成
績
一
覧
表
又
は
利
益
金
処
分
表
参
照
）



目 蒲 電 鉄 営 業 成 績 一 覧 表 及 利 益 金 処 分（其一）



目 蒲 電 鉄 営 業 成 績 一 覧 表 及 利 益 金 処 分（其二）



目蒲電鉄営業成績一覧表及利益金処分（其三）



旧 東 横 電 鉄 営業 成 績 一 覧 表 及利 益 金処 分 （其一）



旧 東横電 鉄 営 業 成績 一 覧 表及 利 益 金処 分 （其二）



旧 東横 株 価 高低 一 覧 表

（自大正13年上期至昭和15年下期） （其一）



旧 東 横 株 価 高 低 一 覧 表

（自大正13年上期至昭和15年下期） （其二）



旧 東 横 株 価 高 低 一 覧 表

（自大正13年上期至昭和15年下期） （其三）



目 蒲 株 価 高 低 一 覧 表

（自大正13年上期至昭和15年下期） （其一）



目 蒲 株 価 高 低 一 覧 表

（自大正13年上期至昭和15年下期） （其二）



目 蒲 株 価 高 低 一 覧 表

（自大正13 年上期至昭和15 年下期 ） （其三 ）



株価 高 低 一覧 図 表
（自 大正 十 三年 至 昭 和 十 五年 ）



目蒲及旧東横電鉄営業成績累年図表



東横電鉄資 本金及配当 金累年趨勢図表



最近五ヶ年間の事業別営業収入並営業費 図表
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